
第２7 回ズーム三水会記録 

日時：２０２３年 9 月 20 日（水）１６時～１８時 

① 発表テーマ：「食料・農業・農村基本法の見直しと日本農業」  

② 発表者；今尾和実氏 

③ 司会；丸山茂樹氏 

 

参加者 12 名（敬称略）丸山茂樹 野口幹夫 中村範子 今尾和美 富沢賢治 小関 栄    

石塚秀雄 村沢澄子 斎藤嘉璋 波治裕美  

報告内容： 我が国の農業生産の担い手の変化。 

食料の自給率はどうなっているのか。これらに影響を与えた自由貿易協定について 



そしてこの危機に対応する新農業基本法はいかなるものか 

そしていくつかの各地に起きている新しい農業運動を紹介され、日本農業の展望の可能性を

語られた。詳細は録画とともに添付の報告資料をご覧ください。 

質疑討論： 最後に示された山形長井市の置賜自給圏構想や館野かえる農場竜ケ崎市 横田

農産 生活クラブ生協の FEC 自給圏の実践活動と地方自治体との結びつきが必要性とその

現状についての討議があった。 

韓国ソウルでは学童給食に地産地消を積極的に教育にも生かしている例の紹介もあった。 

これを聴いて初めて抱けた感想としてこのような意見も出された。  

日本の農業危機は、日本人の戦後の食習慣の誤った方向付けからはじまっている。古来の日

本人の食の基本は玄米と魚であったのが、パンと肉に向かった。そのため米が餘理、減反政

策までとるようになって農業の崩壊に結び付いた。玄米と魚は健康にもっともよいのに、パ

ンと肉は農薬や遺伝子組み換えなど危険が一杯だ。牛肉に至っては日本だけが成長ホルモン

で肥大させた安い肉が消費されている。まさに大江健三郎の「我々は侮辱の中で生きている」

が地でいっているのだ。との感想意見もあった。 

新農業基本法に気候変動問題は取り入れられているだろうか。調べます。 

詳しいデータで日本の農業危機と世界のなかの孤立を紹介していただけて皆さん大変勉強

になったとの賛辞が寄せられた。 

当日の録画のユーチューブ： https://youtu.be/wejq42Mw5o8 

添付資料 次ページ以降 

https://youtu.be/wejq42Mw5o8


日本農業と食料・農業・農村基本法の見直し

２０２３年９月２０日 三水会 報告 今尾和実

➢ 農業生産の担い手と自給率はどうなっているのか

➢ 自由貿易協定について

➢ 新農業基本法について

➢ 日本農業の展望を見いだせるか

➢ 附 農業産出額、食料産業のデータ
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令和4年 農林水産省資料
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農業・食料関連産業の経済計算（令和2年農林水産省）
図3の国内総生産は生産額から中間投入額を差し引いた付加価値額である。
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➢農家数の減少が顕著、担い手・
後継者不足で危機的状況

①1985年の販売農家数331万戸から2020年

103万戸に減少、うち約4割が主業・準主

業農家で6割は副業的農家となっている。

（令和2年農業センサス、長期推移については

スライド３、）

②日本農業の構造変化 規模拡大と脆弱

化が地域格差を持ちながら同時進行して

いる。（スライド4～７）

➢食料自給率の減少・停滞（スライド
９～１１）
①日本の場合コメ自給率は本来100％以上で
あるが、生産調整とMA米（‘93GATTウルグア
イラウンド妥結を踏まえ）近年は97～8％

カロリーベースの食料自給率は37～8％となっ
ている。

②これに対し、先進主要諸国では米国・仏の
130％を筆頭に60％以上となっている。

（社図録日本及び各国の食料自給率参照）

日本の自給率が低下してきた理由は農産物貿
易自由化をひた走りしてきた結果であり、主要
先進諸国は食料自給を自国の安全保障政策と
してとらえて重視して来た。その差は大きい。る。
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農家数の長期推移（社会実情データ図録より）
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日本農業の構造変化と課題より（2022年11月農水省基本法検証部会
中央大学経済学部 江川章准教授）
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地域格差の進む農業構造変化
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農業構造の変化と課題より
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農業構造の変化と課題より（前掲）
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酪農・畜産農業者の推移

２００５年
単位千戸、平均頭数

２０１０年 ２０１５年 ２０２０年

乳用牛 27,7 163 22,7 155,8 18，1 140 13，7 132，１

肉牛 81,6 250 66,7 249 50，9 228，0 40，0 225，8

豚 6,6 817 4,8 793 3,6 788 2,7 765，7

採卵鶏 6,7 14,353 4,9 14,951 4,1 15,148 ３ 17,416

ブロイラー 2,3 47,164 2,1 55,811 1,8 60,852 １,6 55,616 
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日本の食料自給率推移と主要国との比較（前掲 社会実情データ図録）
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食料自給率 主要国との比較 （前掲 図録）
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畜産物の自給率（農水省 畜産局）
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飼料自給率実績は伸びていない（農水省 畜産局）
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農産物重要品目の貿易交渉結果（概要） ①

UR合意内容’95~（①例外なき関税化、②保護
の削減③関税引き下げ、④輸出補助金の削減）

TPP11（２０１８）＋日米（２０２０）日米貿易協定
2020年発効はTPPの範囲内（農水省）

米 国家貿易維持
当初関税化しない
ミニマムアクセスの上乗せ（5％から
８％に）’99~関税化ma7,2％に

国家貿易維持
WTO枠と別にSBS方式の国枠に米国（不適用な

ので5万のままか？実績は3万t弱）, 豪州（0,6万tから0,84万

ｔ）

小麦
大麦

関税化・国家貿易維持
一次税率無税＋マークアップ
二次税率55円/㎏
アクセス数量を超えた二次税率は6年
間で15%引き下げ

国家貿易維持
WTO枠と別に米国（12万t~15万t)カナダ（5,3万

ｔ）豪州（5万t)

マークアップを9年目までに45％削減

日ーEUについてはソフト系チーズ、スパゲティ、マカロニ、ワイン、チョコなどTPPを超える内容、日英も同水準
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農産物重要品目の貿易交渉結果（概要） ② WTOウルグアイラウンドとTPP

乳製品 一部国家貿易（農畜産機構）アクセ
ス数量分脱脂粉乳25％、バター
35％関税、民間需要者が一定割合
を低関税＋二次関税
ナチュラルチーズ35％から29,8％
アイスクリーム28％から21％
（いずれも00年）

脱脂粉乳、バターについて国家貿易制度維持したうえで
TPP 枠（生乳換算）7万t
ホエイ（現在25％、35％＋マークアップの2次関税）
について21年目までに関税撤廃
チーズ、ソフト系は現行維持、熟成ハード系は16年目
までに関税撤廃ブルーチーズは11年目までに関税
50％削減（注EUにはソフトチーズ譲歩）

豚肉 差額関税制度を維持、基準輸入価
格を削減、基準を超える価格帯に対
する従価税５％を4,3%（00年）
セーフガード措置

差額関税制度維持、分岐点価格（基準輸入価格）維持、
従価税の廃止
11年目までの間セーフガード措置(基準2022、9万t～
15万t Kg399円以下の低価格帯について）

牛肉 関税率を50％から38,5%（00年）
に引き下げ
セーフガード措置
（ガット以前に’77年～’88年3次にわ
たる日米牛肉・オレンジ交渉で、牛肉
関税化‘91年70%から’93年50%まで引
き下げ

16年目に税率9％とする
セーフガード 発動基準2023、64,9万t～2033,73,8万t, 
関税が9％となる16年目以降、4年連続で発動されな
い場合終了（2019年輸入量年62万tなので高い発動点)
（米国のセーフガード枠は牛肉のみ20万t台で別途設
定）
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農業保護の国際比較指標について

• PSE （OECDが指標化）の問題点

PSE＝MPS(国内生産者価格－輸入CIF価格）＋直接支払い

①MPSは内外価格差で、これを保護の価格とみなしている

農産物輸入国が高くなる。日本のPSE総額は４～５兆円と

言われている。単年度農業予算（２～３兆円）や、果物・

野菜・畜産物の品質を考慮すれば心外な言われ方

②PSEに従うならば、国産プレミアムを計測すべきである

という見解がある。（国産プレミアム分13％という試算

安達英彦・鈴木宣弘2005）

• WTOにおける比較指標AMSでは日本のみが高い数値
とはなっていない。
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日・米・欧の農業保護額（AMS) 農水省ホームページから AMS は行政価格
支持と補助金の削減対象指標としてGAT/Urで設定された。日本は食管法廃止政府買い入れが無くなっ
た。

削減対象の国内
保護額（AMS)

億円

農業生産額に対
するAMS の割

合％

AMS基準年から
の削減率
％

日本 2003年 6,418 7 84

2012年 6,089 7 85

米国 2001年 17,516 7 25

2012年 5,476 2 64

ＥＵ 2003年 40,428 12 54

2012年 6,048 2 92
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主要国の直接支払いと農業予算比較 資料 前掲スライド
（販売高100－経費90＋直接支払い20＝所得30 直接支払い÷所得＝66，6となる）

農業所得に占める直接支払い（％） 農業予算/農業生産額
（％）

２００６年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１２年

日本 15，6 38，2 30，2 38，2

米国 26，4 42，5 35，2 75，8

スイス 94，5 112，5 104，8 ー

フランス 90，2 65，0 94，7 44，4

ドイツ ー 72，9 69，7 60，6

イギリス 95，2 81，9 90，5 63，2
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日本フランスの農業所得に占める補助金率比較
（耕種の日本は水田、カッコ内は畑作、スライド15～17は安達英彦・鈴木宣弘筑波書房ブックレット「日本農
業過保護論の虚構」2020より引用）

平均 耕種 野菜 果物 酪農 肉牛 養豚

2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014 2006 2014

日本 16 39 45

(12)

146

(61)

7 15 5 8 32 31 17 48 11 12

フラ
ンス

90 82 122 194 12 26 32 48 92 76 146 179 - 108
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米国のコメの価格システム
日本の標準的な米の価格水準で模式的に説明 小麦、大麦、大豆、綿花で同様の制度

米販売収入
（輸出・国内販売）

４０００円

返済免除
（マーケッティングローン）
または融資不足払い

８０００円

不足払い
４０００円

国際価格＝国内価格４０００円

目標価格1，８万円

⚫マーケッティングローン・融資不足払い

生産者が政府にコメ一俵（60kg) 質入れし
12000円借り入れ、4000で販売すれば、
4000円のみ返済すればよい。

⚫2014年までは2000円の固定支払いがあっ
たが、これを加えたうえで、農家受け取り価格
である目標価格18000円に不足する4000
の不足払いが支払われる。

⚫不足払いは「市場損失払い」、「復活不足払
い」とも言うべきcountercyclical支払いと
して継続されている。

固定支払い（２０１４年廃止）
２０００円

ローンレート１，２万円
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輸出補助
金

直接支払い
輸出補助金
相当額

WTO上のクロの輸出補助金とみどり
（実際はグレー） の補助金

生産者価格
＝国内価格

輸出価格

国
内
販
売
量

輸出量

WTO上クロの輸出補助金
財政支出は輸出補助金部分

生産者価格

販売価格
国内＝輸出

国内販売量 輸出量

隠れた輸出補助金 米国の穀
物のケース 輸出に限定して
いない
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規制改革や官邸主導農政で農政・団体改革と農産物自由
化を推し進めた

• 「日本農業過保護論」を利用し、「平成の開国の掛け声」等で農産物の自由化
が推し進められてきた。特に近年GATT漂流のなかで、大掛かりなEPA/FTA
が急速に進められた。（民主党・自民党政権 外務省資料参照）TPP反対運動を行っ
た全中は社団法人に、全農へは改革介入

（大江健三郎の「我々は侮辱の中で生きている」）

• 新自由主義農政の前提は①少子化・高齢化（人口減少）で国内農産物市場は
縮小の一途、②国内農業の発展のためには国際市場対応し、輸出も含めた農
業を展開するというもの （国内消費向けには安い輸入農産物で対応か？）

• しかし、人口の動き以上に嗜好の変化で農畜産物消費量が決まる。輸出よりも
これへの対応が必要（谷口信和「日本農業年報６８」，スライド23参照）

• 自由貿易論の検証が必要（スライド２６リカード、ヘクシャー・オリーンの比較優
位論は正しいのか？）
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農畜産物等の国内消費仕向量の推移

鶏肉 豚肉 肉類 総人口 野菜 葉茎菜類 魚貝類

「日本農業年報68」p15より、牛肉は2002年から2016年まで70台に低迷し、その後85前後となっている。
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自由貿易理論について（中野剛志「反自由貿易論」より）

• ヘクシャー・オリーン（1899∼1979）の定理 主な前提について

①2国で2財・2種類生産要素（資本・労働）の存在

②生産は規模に関し収穫不変（投入nに対し生産量もn倍）

③完全雇用

④生産要素は国内で自由に無コストで移動調整 ただし国際間の移動はない

⑤国内市場は生産物、生産要素とも完全競争

完全雇用は実現困難、資本は国際間自由移動、生産要素も自由に移動（雇用移動）はできない。

グローバルな自由貿易を標榜するものが、制約の多い経済モデルに依拠した貿易論を振りか

ざすのは魔訶不思議である。(日経に代表される多くのメディア、経団連も大学の経済学/一般

教養 もこの理論に従っている)
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食の安全に関する規制等
牛肉（エストロ
ゲン・成長ホルモ
ン）

乳製品
（rBST・GM技術
乳量増加ホルモン）

小麦など（グリ
ホサート・除草剤）

レモン等（イマ
ザリル・防かび剤）

GM食品（EU
禁止、日米容
認）

ゲノム編集
（EU禁止、日
米容認）

EUの取り扱
い・豪州・米国
内の動き

米国からの牛肉
禁輸、豪州・米
国では、日・EU
向け使い分け、
米国内ホルモン
フリー牛肉消費
拡大

EU規制
米国内では消
費者運動の結
果ウォルマー
ト、スター
バックスなど
扱わず
（rBSTfree）

発がん性が疑わ
れるが小麦に直
接散布
日本の輸入小麦
使用食パンから
は検出されてい
る。

米国では使用 EUは取り扱
わない

EUは取り扱
わない

日本の扱い 輸入はわずかな
モニタリング検
査あるがフリー

規制なし 除草剤としての
み使用 米国要
望で残留限界値
緩和、輸入規制
ない。
国産有機小麦パ
ン未検出

輸入レモン食品
添加物容認・表
示義務日米交
渉で撤廃

分別管理し5％
以下の混入であ
れば「組み換え
混入防止」など
と表示
扱っている場
合「遺伝子組
み換え不分
別」と表示

表示義務なし
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過去2回の基本法の内容と評価（赤線部分が評価）
日本農業年報68号（2023，3月）所収谷口信和「新たな農業の基本法体系はどうあるべきか」より引用

制定年 農業基本法（’61） 食料・農業・農村基本法（’99）

目標 ①生産性の向上＝農業の発展
②生活水準の向上・農業従事者の地位向上

①食料自給率向上②4つの基本理念（食料の安定供給の確
保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興）
5年ごと基本計画

国際貿易
環境

GATT加盟（’63）IMF8条国移行(’64）貿易
黒字（’64~2010）

WTO・UR以降、(日豪,TPP,日EU,日米,日英の各種協
定）
2011貿易赤字国

世界食糧
危機等

’72~’73ソ連・東欧穀物不作、世界穀物在庫
率15,4％、第1次石油危機’78第2次石油危機

2001 BSE, 2008中国の在庫確保と米国等バイオエタ
ノール化による穀物危機

基本法の
レームダッ
ク

’67構造政策の基本方針（農地貸借化へ）
‘70総合農政の推進（基本法実質棚上げ）

BSE発生、輸入農産物異物混入等で「安定供給から安全志
向高まる2009民主党政権個別所得補償

実績 ①自給率79％（’60）60％（’70）49％
（’89）政府米在庫720万t
②農家世帯所得>勤労者所得

①自給率40% (2000)38%(2021)コメ過剰と低自給
率②基幹的従事者の高齢化

残された
課題

コメ以外の自給率向上
専業農家の勤労者並み所得確保

①畜産物と飼料穀物自給率の向上②担い手確保,地域農業
の維持・発展 29



新農業基本法の見直しについて①
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③
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新基本法をめぐる論点
食料安全保障と自
給率

適正価格形成・経
営安定対策

農業担い手・人材 農村政策・みどり戦
略など

谷口信和・安藤光
義・蔦谷栄一（日本
農業年報６８号の執筆
者）

国民の嗜好変化に併
せた自給率の向上・国
産飼料穀物増産（輸
出志向でない）

国民参加の多様な担
い手

耕畜連携を軸とした循
環型地域農業
直接支払いなど支援
措置が必要（消費者
負担農政）

日本農業法人協会
経団連（農業成長産
業化提言）

輸出分も含めた生産
拡大、輸入も含めた食
料の安定確保

農産物価格の生産コ
ストの反映、資材価
格・飼料価格の変動
緩和対策（法人協会）

農地集積・大規模経
営・法人担い手重視、
外国人労働者の確保

環境負荷軽減に向け
農機の電化、ヒートポ
ンプ、植物由来の抗生
物質、バイオマス、耕
畜連携

全国町村会 緊急時・平時含め食
料安全保障、国民の
国内農業の関心・コン
センサスの形成

田園回帰・関係人口
増促進、家族農業、半
農・マルチワーカー多
様な担い手確保

農村政策重視、多様
な環境支払い制度確
立、自治体の裁量によ
る「農村価値創生交付
金」創設
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パイオニアに見る日本農業の方向性

１．農的地域づくり（菅野芳秀、山形長井市のレインボープランと置賜

自給圏構想）

２．大規模有機コメ作り（館野かえる農場）

３．超大規模米作り（茨城県竜ケ崎市 横田農産）

４．生活クラブ生協の取り組み（FEC自給圏の実践）
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